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第２章 
・ ２本市の景観特性 

２ 本市の景観特性 

（１）特徴的な景観のテーマ 

【特徴的な景観を表す４つのテーマ】 

前節で整理した景観特性を捉える要素から見ると、大阪の景観は一般に良好な景観と評価さ

れる「整然としたまちなみ」「水や緑が豊かな景観」「歴史や文化を感じられるまちなみ」だけ

でなく、「繁華街等の界隈的なにぎわい」といった景観も重要な要素となっていることが特徴で

す。 

以上を踏まえると、大阪らしい景観は、大都市を象徴する「風格があり、洗練された」景観、

「水・緑」が豊かな景観、「歴史・文化」を受け継ぐ景観、多様な「にぎわい・活気」のある景

観の４つのテーマから捉えることができ、こうした様々な表情がある景観こそが「大阪らしい

景観」といえます。 

①風格・洗練 
・大阪駅、難波駅等の大規模なターミナル周辺や、御堂筋、堺筋等の都心部の主要幹線道路
沿道などは、多くの人々の目に触れる機会が多く、大都市の顔となる、風格があり洗練さ
れた景観が特徴となっています。 

②水・緑 
・大川、土佐堀川等の河川、臨海部の水辺、中之島公園、靱公園等の大規模な公園、夕陽丘
等の風致地区などは、水・緑豊かなうるおいのある景観が特徴となっています。 

③歴史・文化 
・歴史的な資源や大阪ならではの文化資源がある上町台地、船場等のエリアや、伝統的な建
物が残る旧街道沿いのまちなみでは、地域の歴史や文化を感じさせる深みのある景観が特
徴となっています。 

④にぎわい・活気 
・道頓堀、新世界等の繁華街や大阪城公園、USJ 等の観光地の他、市内各所の地域に根差し
た商店街などでは多くの人が集まり、にぎわいと活気のある景観が特徴となっています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

第２章 
・ ２本市の景観特性 

（２）特徴的な景観を有する主要なエリア 

これまでに美観地区、建築美観誘導制度や景観形成地域などの景観施策を展開してきたエリ

アの他、風致地区や都市再生緊急整備地域における都市計画により誘導を行っているエリア、

さらに景観協定や地区計画などを活用して地域主導の景観まちづくりが進められてきたエリア

などにおいて、特徴的な景観が形成されています。その他、大阪を代表する観光地、繁華街や

市民アンケートにより明らかとなった市民が好きな風景を有するエリアについても特徴的な景

観を有しています。 

【特徴的な景観を有するエリアの分布（例）】 

これらの特徴的な景観を有するエリアは、「風格・洗練」、「にぎわい・活気」をテーマとする

ものは都心部に、「水・緑」、「歴史・文化」をテーマとするものは上町台地に多くが集積する一

方で、特に「水・緑」、「歴史・文化」、「にぎわい・活気」は市域全域の広い範囲に分布してお

り、それぞれのエリアにおいて様々なテーマが垣間見える多様な表情をもつ景観が「大阪らし

い景観」であると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中之島 

 

御堂筋沿道 

 

夕陽丘 

 

大川沿川 

 

コスモスクエア 

大阪ビジネスパーク 

天王寺・阿倍野 

難波駅前 

上本町駅前 

中之島 

大阪駅周辺 

船場 
御堂筋・堺筋等 

幹線道路沿道 

大川沿川 

中之島 

舞洲 

天保山 

コスモスクエア 

大阪城公園周辺 
川口 

夕陽丘 

帝塚山 

靭公園周辺 

道頓堀川沿川 

なにわ筋沿道 
御堂筋沿道 

新大阪駅周辺 
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住吉大社周辺 

 

ユニバーサルシティ駅前 

 

船場 

 

御堂筋沿道 

大阪駅周辺 

大阪城公園周辺 
国道２号沿道 

天王寺・阿倍野 

上本町駅前 
難波駅前 

天保山 

ユニバーサルシティ駅前 川口 

新世界 

道頓堀界隈 

住吉大社周辺 

川口 

船場 

夕陽丘 

大阪城公園周辺 

平野郷 田辺 

空堀 

道頓堀川沿川 
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（３）眺望景観の特性 

眺望景観は、特定の視点場（景観を見る地点、展望台な

ど）から特定の視対象（眺められる対象物、山や海など）

を眺めたときに見える定型化された景観の捉え方であり、

構図的に美しい眺望の保全・整備により、風格のある都市

の魅力を高めるものです。 

大阪市の眺望景観は、都心部の幹線道路沿道や河川沿川

における景観形成の取り組みにより現在の眺望景観が形

成されています。 

その特徴は、高層ビルなどからの俯瞰や空間越しに一定

の範囲を中・遠景で捉えた「見渡す眺め」、通りを線的に「見

通す眺め」、特徴的な建物や橋梁などの単体施設である「ラ

ンドマークへの眺め」が典型的です。 

①見渡す眺め 
・地形的な高台や高層ビルなどからの広範囲の俯瞰や、
水辺（船上含む）や公園などの空間越しに一定の範
囲を見渡す眺望景観で、高所の視点場や空間越しの
視点場があることが成立要件です。 

②見通す眺め 
・幹線道路や河川などの軸的な空間に沿って市街地を
線的に見通す眺望景観で、視線を誘導する線的な空
間とそれに面する市街地があることが成立要件です。 

③ランドマークへの眺め 
・特徴的な建物や橋梁などの単体施設を視対象とした

景観で、一定の距離から象徴的にランドマークを望
むことができる視点場があることが成立要件です。 

 

 

（４）夜間景観の特性 

夜間景観は、光を活用・抑制することにより光でまちを

演出し、昼間とは異なる夜景の形成により、風格のある都

市の魅力を高めるものです。 

大阪市内の夜間景観は、全国に先駆けた新しい試みによ

り誕生し、官民協働による取り組みにより現在の夜間景観

が形成されています。 

その特徴は、中・遠景で捉えた市街地のあかりを高所か

ら広域に捉える夜景「俯瞰するあかり」、水面に映る夜景

「水辺のあかり」、一定の地区や通りの夜景「界隈のあか

り」、ランドマークとなる特徴的な建物や橋梁などの単体

施設の夜景「個のあかり」が典型的です。 

①俯瞰するあかり 
・市街地のあかりを高所から中・遠景で広域に捉える

夜間景観であり、高所の視点場があることが成立要
件です。 

 
 

中之島の眺め 

Ⓒ(公財)⼤阪観光局 

御堂筋の眺め 

大阪城天守閣への眺め 

Ⓒ(公財)⼤阪観光局 

Ⓒ(公財)⼤阪観光局 

中之島の夜景 

中之島（土佐堀川）の夜景 

Ⓒ(公財)⼤阪観光局 

Ⓒ(公財)⼤阪観光局 
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②水辺のあかり 
・水際での水面に映るあかりとともに捉える夜間景観
であり、水際の市街地とそれを望む水辺の視点場が
あることが成立要件です。 

③界隈のあかり 
・照明により演出された一定の地区や通りにおける夜

間景観で、地区や通りにおける演出の取り組みが成
立要件です。 

④個のあかり 
・照明により演出されたランドマークなどの単体施設
の夜間景観であり、ランドマークとなる施設での取
り組みが成立要件です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

景観特性を捉える要素、特徴的な景観を表す４つのテーマ 

及び眺望・夜間景観との関係性 

三休橋筋の夜景 

眺望

景観 

夜間

景観 

景観特性を捉える要素 

地勢の要素 

都市基盤の要素 

歴史・伝統の要素 

都
市
空
間
の
要
素 

面的な空間要素 

軸的な空間要素 

拠点的な空間要素 

活動・営みの要素 

 

風格・洗練 

水・緑 

歴史・文化 

にぎわい・活気 

名 

所 

の 

創 

出 

建築物のライトアップ（中之島） 

Ⓒ(公財)⼤阪観光局 

建築物のライトアップ（中之島） 

Ⓒ光のまちづくり推進委員会 
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３ 景観構造の特性 

１節で整理した景観特性を捉える各要素をもとに、市街地空間の大きな特性から見ると、本

市の景観構造は「基本となる面的な要素」及び台地、河川や道路などの「特徴的な景観要素」

から特性を捉えることができます。 

 

 

○景観構造の特性図 

 

 

 

 

 

 

  



 

35 

第２章 
・ ３景観構造の特性 

（１）基本となる面的な要素 

主に地勢の要素、都市基盤の要素、歴史伝統の要素、面的な空間要素などから、景観の基本

的な特性が面的に広がる市街地空間のまとまりを抽出し、特に土地利用や建物用途などから市

域を区分すると「都心部」「臨海部」の２つのまとまりが抽出され、その他、旧街道沿いのまち

なみや商店街界隈など個性的な景観拠点が点在する「一般市街地」も含め、市域全域を大きく

３つに区分することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①都心部 

・都心部の業務・商業系や高層住宅の土地利用を中心とする市街地では、比較的規模の大き

な建物が高密度に立地する景観が形成されています。 

・都心部の中でも、新大阪駅周辺、都心北部、中之島、都心中央部、都心南部、天王寺・阿

倍野、京橋・大阪ビジネスパークでは、それぞれのまちなみの特徴があります。 
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【新大阪駅周辺】 

・新大阪駅を中心とするターミナル空間を核とした景観が形成されています。 

・新大阪駅周辺は、都心部とのアクセス向上や土地利用の増進を目的とした土地区画整理事

業によりつくられたエリアであり、比較的敷地面積も大きく、ボリュームのある建築物に

よりまちなみが構成されています。 

・高い交通利便を強みとし、業務系の用途が多数分布する景観が形成されています。 

 

  

京橋・OBP 

都心北部 

都心中央部 

都心南部 

新大阪駅周辺 

天王寺・阿倍野 

中之島 

大阪駅周辺(北側) 

大阪駅周辺(南側) 

北新地周辺 

船場 

道頓堀川沿川 

大阪天満宮周辺 
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【都心北部】 

・大阪駅を中心とする洗練されたエリアであり、大規模な面的な整備が進められてきた駅周

辺では、スーパーブロックの業務・商業系を主とする大規模な建築物から成る景観が形成

されています。 

・大阪駅周辺（北側）は近年、開発が進められており、グランフロント大阪を中心に美しく

先進性が感じられるまちなみが形成されています。 

・大阪天満宮周辺は、天満宮と参道を中心に伝統的な建築物が残っており、歴史・文化が感

じられるまちなみが形成されています。 

・一方、北新地周辺では、キタの繁華街が広がっており、比較的、小規模な商業系用途の建

築物が集積する界隈景観が形成されています。 

 

【中之島】 

・風格のある川筋の景観が形成されるよう、周

辺とのバランスに配慮して連続性やリズム感

のあるまちなみが形成されています。 

・南北を河川に囲まれた独特の地形を有してお

り、都心部にも関わらず空間的なゆとりがあ

るまちなみが形成されています。 

・かつて諸国大名の米蔵があった名残もあり、

その敷地は比較的大きく、大規模な建築物が

多数立地しています。 

・特に中之島東部（御堂筋以東）は、豊かな水と緑、大阪の都市の発展を今に伝える歴史的

な建築物や構造物、文化財が多数あり、水の都大阪の歴史的空間を形づくっており、公共・

公益用途が卓越しています。 

・また、中之島西部（御堂筋以西）は、広い敷地に大阪の国際・文化・情報化などの新しい

都市機能を持った中高層の建築物の整備に伴い、新しい都市景観の形成が進んでおり、業

務系用途が卓越しています。 

（※１）旧都市景観条例第６条の規定により景観形成方針を定めた区域 

【中之島景観形成地域の区域】旧淀川及び土佐堀川の河川区域と天満橋、船津橋、端

建蔵橋、昭和橋で囲われた区域及びその区域に接する敷地。接する敷地が道路の場

合は、その道路に接する敷地（約 104ha） 

 

  

【中之島景観形成地域】（※１） 
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【都心中央部】 

・船場を中心とする都心中央部は、大阪城築城と同

時にいち早く市街地が形成され、近世のまちづく

りを基礎に、格子状の市街地構造を土台に、特徴

あるまちなみが形成されてきました。 

・エリア内には多様な用途、規模の建築物や、まち

の発展の長い歴史の中で、まちの成り立ちを感じ

させる近代建築物や町家といった歴史的景観資

源が随所に見られます。 

・一方で、高密度な土地利用が行われる中で、まち

なみの形成、快適性の向上やにぎわい創出に向

け、各種のまちづくり施策が展開されてきました。 

・また、風格のある「大通り（広幅員道路）」やまとまりの感じられる「地区道路（中小幅員

道路）」の特性をいかして、沿道のまちなみが整えられ、船場をはじめ市民に親しまれてい

る都心の魅力を高めることにより、ゆとり・うるおい・にぎわいのある都市景観が形成さ

れてきています。 

・御堂筋沿道は、沿道建築物の壁面や高さが統一されているなど、他にはない個性ある良好

な都市景観が形成されており、この統一されたまちなみを継承しながら、これまで培って

きた業務集積地という強みを活かしつつ、個性豊かで質の高いにぎわいを特に建築物の低

層部に導入・拡充することにより、御堂筋沿道の活性化を図ることを目的として、2014（平

成 26）年に地区計画が都市計画決定されました。また、御堂筋沿道敷地において建築物等

を建築する際の誘導の指針として「御堂筋デザインガイドライン」を策定し、事業者等と

大阪市との対話により、事業者等の創意工夫をいかした建築物の形態意匠、屋外広告物、

用途の誘導等による、御堂筋のまちなみ創造に取り組んでいます。 

・さらに、2019（平成 31）年に策定した「御堂筋将来ビジョン」では、車中心から人中心の

みちへと空間再編をめざす今後の御堂筋のあり方や公民連携したまちづくりのあり方な

どが示されており、段階的に側道（車道）の歩行者空間化が進められています。 

 

（※２）旧都市景観条例第６条の規定により景観形成方針を定めた区域 

【都心中央部景観形成地域の区域】大阪市中央区及び西区における土佐堀通、谷町筋、

長堀通、新なにわ筋に囲まれた地域及びその区域に接する敷地（約 480ha） 

 

【都心南部】 

・道頓堀周辺では、道頓堀川や千日前を中心とした芝居小屋を起源とする繁華街や商店街な

ど多様な界隈が連担し、他のエリアに比べ、商業系用途が卓越しています。 

・道頓堀川沿川では、とんぼりリバーウォークや河川に面して個性的なファサードの建物に

よりにぎわいのある景観が形成されています。 

・界隈ごとに特徴のある多様なエリアが存在し、キタと並んで大阪を代表する繁華街として

にぎわいのあるまちなみが形成されています。 

・湊町や難波駅周辺では、面的な開発が行われ、大規模な建築物から成る景観が形成されて

います。 

 

【天王寺・阿倍野】 

【都心中央部景観形成地域】（※２） 
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・ターミナル駅やランドマークであるあべのハルカスを核とし、主に商業系用途からなる景

観が卓越するエリアです。 

・大規模な商業施設や超高層ビル、入り組んだ界隈など多様な景観が連担する特徴を有して

います。 

・天王寺公園や親しみのある界隈、さらには更新を続ける大規模な建築物などが景観の要素

となっています。 

 

【京橋・大阪ビジネスパーク】 

・大阪ビジネスパークでは、クリスタルタワーをはじめとする高層建築群による洗練された

印象のまちなみが形成されています。また、低層部や街路においては、大阪城公園の緑を

延伸したかのようなうるおいあるまちなみが見られます。 

・一方、京橋駅前においては、人々の活動が表出した活気あるまちなみが形成されています。 

 

 

②臨海部 

・臨海部は、工場や物流系の土地利用を中心とし、敷地面積及び建物のスケールが他の市街

地と比して大きい街地となっており、橋梁等の構造物からなる大スケールのパノラマ景観

や、大規模な工場や物流倉庫からなる産業景観が特徴となっています。 

・また、海岸線はエッジとして見る（視点場）・見られる（視対象）の関係を生んでいます。 

・比較的新しい時代に埋め立てられた新臨海部と、それ以前に形成された在来臨海部では、

それぞれに景観の特徴があります。 

 

【在来臨海部】 

・明治中期から埋め立てられ、新臨海部より内陸に位置するエリアです。屈指の貿易港とし

て発展してきた大阪湾ですが、本エリアにおいては工業系用途からの土地利用転換により、

業務・商業・観光・住宅など、多様な土地利用が分布しています。 

・沿岸部においては、比較的ボリュームの大きい建築物や橋梁等の建造物が多く見られ、内

陸側では、比較的小規模な住宅などが見られます。 

・築港・天保山においては、港町らしい水辺の魅力と観光地としてのにぎやかさが共存する

まちなみが形成されています。また、周辺に海運産業を支えた近代建築物など、港の歴史・

文化が感じられる資産が残されています。 

・大正内港では、閉鎖的な静水域に面して港湾関連機能と居住機能等が共存し、陸地と水面

とのつながりが比較的密接で落ち着いた雰囲気のある景観が形成されています。 
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第２章 
・ ３景観構造の特性 

【新臨海部】 

・昭和中期から埋め立てられ、沿岸部は主に倉庫や工業系用途が発達していますが、コスモ

スクエアなどの高度利用が図られた集客拠点、舞洲などのレクリエーション拠点や、ニュ

ータウンなど、地区毎に性格の異なる機能集積が見られます。 

・敷地に余裕があり、大規模な橋梁等の構造物や建築物が多く、対岸からはランドマークと

して眺望されます。 

・コスモスクエア周辺では、大阪の海の玄関口として、個性的な建築物と遊歩道による大ス

ケールでかつゆとりの感じられる景観が形成されています。 

・南港ポートタウンでは、街路樹や緑地などの多くの緑に囲まれたゆとりとうるおいを感じ

る住宅地の景観が形成され、港湾関連施設が立地する海際とは異なる景観を形成していま

す。 

・夢洲地区では、既存の産業・物流機能の更新・集積に加えて、国際観光拠点の形成をめざ

すこととされており、新たなベイエリア景観の形成が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

在来臨海部 

新臨海部 

築港・天保山 

コスモスクエア周辺 

舞洲 

大正内港 

南港ポートタウン 

夢洲 
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第２章 
・ ３景観構造の特性 

③一般市街地 

・一般市街地では、古代から中世の

農村や漁村を起源とする旧集落

や旧街道沿いにおいて町屋など

の歴史的資源が点在するほか、

市民の活気が感じられる商店街

などの界隈景観や、親しみの感

じられる居住地景観など、地域

ごとに形成されてきた多様で個

性的なまちなみが広い範囲に点

在していることが、共通する景

観特性となっています。 

・旧街道筋沿いに優れたまちなみ

や歴史的景観資源が残されてお

り、例えば、平野郷周辺では、自

治都市として栄えた旧環濠内に

伝統的な建築物が残っており、

歴史・文化を感じられるまちな

みが形成されています。 

 

 

（参考）旧集落・旧街道筋の分布 

 

  

【出典：大阪都市地図（明治初期・昭和前期）】 
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・ ３景観構造の特性 

（２）特徴的な景観要素 

基本となる面的なまとまりの上に、地形の高低差による坂道、斜面や豊かな緑が面的に広が

る「上町台地」や軸的に伸びる「河川」、「道路」が特徴的な景観要素となっています。 
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第２章 
・ ３景観構造の特性 

①上町台地 

・地形の高低差による坂道・斜面、多くの寺社や豊かな緑が、周辺の市街地とは異なる特色

を有する一帯です。 

・上町台地は広範囲に広がっており、大阪城公園周辺、夕陽丘周辺、帝塚山周辺ではそれぞ

れのまちなみの特徴は異なっています。 

 

【大阪城公園及びその周辺】 

・大阪城公園は、大阪のシンボルとして愛され、古の記憶を留める歴史公園として、また、

都心に育まれた水と緑豊かな憩いの場として広く市民に親しまれるとともに、観光・にぎ

わいの拠点として更なる魅力向上の取り組みが実施されています。 

・広域から眺望できる大阪城天守閣は、大阪を代表するランドマークであり、大阪城公園と

一体となったその景観は、歴史・文化性を感じられるとともに、うるおいとゆとりあるま

ちなみが形成されています。 

・また、大阪城公園周辺には、高層建築物群と豊かな街路樹などにより洗練されたオフィス

街の景観が形成されているＯＢＰ、大阪の東のターミナルであり界隈性のあるにぎやかな

景観が形成されている京橋、今後まとまった開発が進む予定である森之宮などがあります。 

 

【上町台地北部】 

・上町台地の北部は、かつて大阪城の城下町として、はじめに市街化したエリアです。緑豊

かな大阪城公園を核とし、現在では、公共施設を中心とした比較的規模の大きい建築物が

立ち並んでいます。 

 

【上町台地中央部】 

・上町台地の中央部は、古くより人々に住まわれてきた一帯であり、大阪の歴史・文化の発

祥地といえます。 

・上本町駅前においては、大規模な商業ビルや演劇場などからなる、かつてのターミナル駅

周辺にふさわしい風格のあるまちなみが形成されています。 

・夕陽丘周辺では、豊臣秀吉・松平忠明の頃に集積した寺社など、多数の歴史的資源が景観

に深みを与えています。また、風致地区に指定された崖線の緑や、多数の社寺林により、

緑豊かなまちなみが形成されています。 

・また、高低差の大きい上町台地の中でも特に坂や斜面が多く、立体的なまちなみが形成さ

れています。 

 

【上町台地南部】 

・帝塚山周辺では、聖天山や万代池公園を中心とした豊かな緑が広がっており、うるおいあ

るまちなみが形成されています。また、風致地区の豊かな緑や比較的敷地の大きい戸建住

宅によりうるおいとゆとりあるまちなみが構成されています。 

・住吉大社周辺は、熊野街道沿いや住吉街道沿いを中心に、伝統的な町家建築が今も多数残

されており、歴史・文化を感じられるまちなみが形成されています。 
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第２章 
・ ３景観構造の特性 

②景観上の特徴がある河川 

・淀川、神崎川や大和川といった大河川や、安治川、尻無川、木津川といった河口付近の川

幅が広い河川は、広大なオープンスペースとして機能し、沿川の建築物などは対岸や橋上

から眺望されるため景観に与える影響も大きくなります。特に高層のものなどは、遠方か

らもランドマークとして認識されます。 

・大川や都心部をロの字に流れる川（堂島川・土佐堀川、木津川、道頓堀川、東横堀川）か

らなる水の回廊は、親水性が高く市民や観光客などが水辺景観を楽しめる空間となってい

ます。 

・近年では、舟運が活性化され、水上が新たな視点場としての役割を得つつあり、街路景観

とは異なったまちなみ（沿川景観・かわなみ）を望む機会が増加しています。 

 

【道頓堀川】 

・特に道頓堀川は大阪ミナミの繁華街の中心を流れ、古くから市民や地域を訪れる人々に親

しまれている川であるとともに、都心部において、水と空とまちなみを一体として見るこ

とのできる貴重なオープンスペー

スです。かつては物資輸送路とし

て重要な役割を果たすとともに、

沿川には芝居小屋などが立ち並

び、商いだけでなく娯楽を楽しむ

地域でもあり、川がまちに溶け込

んでいました。また、今日でも、天

神祭りのどんどこ船や歌舞伎の船乗込みなど、川を舞台にした伝統行事は、多くの人々を

水辺に惹きつけています。 

・道頓堀川東部（浮庭橋以東）の一帯は大阪を代表するミナミの繁華街としてにぎわうとと

もに、川沿いの華やかな夜景は大阪のシンボルにもなっています。道頓堀川西部（浮庭橋

以西）は開放感のある広がりをもつ川沿いに住宅・業務が混在するまちなみが特徴的です。

こうした道頓堀川の持つ特性をいかしながら、水辺整備による魅力ある水辺空間を創出す

るとともに、「水辺と一体感のあるまちなみ」の形成を図り、「川沿いの魅力」を高めるこ

とにより、うるおい、憩い、にぎわいのある水辺景観が形成されてきています。 

（※３）旧都市景観条例第６条の規定により景観形成方針を定めた区域 

【道頓堀川景観形成地域の区域】道頓堀川の河川区域のうち上大和橋と道頓堀川水

門で囲まれた区域及びその区域に接する敷地（約 11ha） 

 

  

【道頓堀川景観形成地域】（※３） 

浮

庭

橋 

四
つ
橋
筋 
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【大川】 

・大川周辺では、伝統行事の舞台にもなっている、湾曲を繰り返す広が

りのある河川空間と、川沿いの花・緑豊かな公園や、大阪の歴史を感

じさせる建築物や構造物及び新しい高層住宅群やビルなどとが調和

した優れた眺望を有し、高密度に市街化された大都市の中において、

貴重な景観が形成されています。 

・こうした景観特性をいかし、「川沿いのまちなみ」を整えるとともに、

「水辺の魅力」を高めることにより、水・緑とまちが調和した、人々

に、やすらぎや親しみを感じさせる水辺の景観が形成されてきていま

す。 

（※４）旧都市景観条例第６条の規定により景観形成方針を定めた区域 

【大川景観形成地域の区域】大川の河川区域と毛馬排水機場、

天満橋で囲われた区域及びその区域に接する敷地。接する敷

地が道路の場合は、その道路に接する敷地（約 85ha） 

 

③景観上の特徴がある道路 

・幹線道路は歩道や街路樹が整備され、多くの人々が行き交う、見通しのよい空間です。 

・沿道の建築物等は、基本的に道路側に間口を持つなど配置等が同質なものとなり、これら

が連なることにより道路に沿って移動すると連続的な景観を意識することができます。 

・御堂筋、四つ橋筋や堺筋など都心部の幹線道路では、周辺部の幹線道路とは異なり沿道市

街地の密度が高いため、都市の顔らしい連続性のある街路景観としての特徴がより強く、

軸的な景観要素となっています。 

【大川景観形成地域】（※４） 
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第３章 
・ １市域全域の景観に係る課題 

２各テーマの景観に係る課題 

第３章 景観形成の課題 

１ 市域全域の景観に係る課題 

・これまで、市域全域の景観を高めるため、大規模建築物等については、一定の誘導を行って

きましたが、突出した色彩の建築物など地域の景観を阻害する要因も出てきています。今後

は、周辺との調和に配慮した、よりきめ細やかな景観形成基準を設けるなどにより、景観水

準を高めていくことが求められています。 

・地域特性に応じた景観誘導を図るとともに、地域主導の取り組みとの連携を図りながら、個

性があり、かつ、より景観まちづくりに積極的な地域を掘り起こすことで、地域らしさのあ

る景観形成を図っていくことが求められています。 

・近年、都心部を中心に夜間景観の創出の取り組みが見られますが、住宅地において周辺にそ

ぐわないものが見られる場合があるため、地域特性に応じた誘導が必要となります。 

２ 各テーマの景観に係る課題 

●風格・洗練 

・ターミナル駅周辺や建築美観誘導路線など、大都市大阪を象徴するエリアを中心に重点的な

景観施策を進め、都市的で洗練された建物が建設されてきました。 

・大規模な更新が概ね完成を迎えるエリアにおいては、高度化が進み大都市らしい大ボリュー

ムのまちなみが形成される一方、広告物の掲出には統一感が欠けているといった課題もあり

ます。 

・今後、高度化を図るエリアについては、新たな都市の顔としてふさわしい景観形成を図る必

要があります。 

・都心部においては、来街者が多く、それに見合った十分な歩行者空間が確保されていないエ

リアも一部に見られるなど、安全性・回遊性を高める必要があります。また、低層部におい

て歩いて楽しい空間づくりなど、にぎわい創出の工夫が求められています。 

・都心部においては、かつてより基盤の整備が行われており、近年に至り老朽化している施設

や交通分担の遷移といった社会的変化への対応が求められる施設もあるため、これらの更新

の機においては、大都市として先進的な景観の形成に寄与する整備が求められます。 

・それぞれのエリアの成り立ちや特性に応じてきめ細やかな景観形成を図っていく必要があり

ます。 

●水・緑 

・大阪市内には、人々に愛されてきた親水空間や視点場となる橋上など、優れた水辺の景観が

数多くあり、都市公園、風致地区、河川沿いや幹線道路沿いなどには豊かな緑が保全・整備

されてきました。 

・公園、緑地や水辺などの公共空間に隣接するエリアでは、広告物の設置や住居等としてのニ

ーズが高い反面、雑多な印象や生活感が感じられるなど落ち着いた景観を阻害する要因も見

られるため、周辺景観と調和した景観誘導が求められています。 

・現在、観光客を対象とした舟運が活性化しつつあるなど、河川沿いや海辺沿いの建築物等は、

水上や対岸、橋上からの見えに配慮し、形態意匠を工夫する必要があります。 

・緑が卓越する上町台地では、地域に残された緑をいかし、より緑影濃く特徴づけることが求

められます。 
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 ２各テーマの景観に係る課題 

３眺望景観・夜間景観に係る課題 

 

・河川沿川など水辺については、これまで実験的に公共空間を活用する取り組み等が進められ

てきました。このような活動と並行し、水都大阪にふさわしい景観形成が求められます。 

・今後、水や緑に調和した景観形成を一層進めていくことが必要です。 

●歴史・文化 

・大阪の歴史や文化を今に伝える優れた歴史的・文化的資源が、船場や上町台地をはじめ市域

全域に点在し、深みのある地域景観を生み出しています。しかし、それら資源の周辺におい

て建築物の更新などを行う際に、それらに配慮した景観形成がなされているとは言い難いも

のが一部に見られます。 

・歴史・文化的資源が残るエリア（特に住居系の土地利用が多いエリア）では、スケールが乖

離した建物や個別の資源と調和しない建物も見られます。地域で継続的に歴史・文化的価値

を共有しながら、個別の資源を活用した景観形成を図っていくことが必要であり、傾斜下か

らよく視認できる上町台地のエリアでは、建築物の意匠などを工夫することが求められます。 

・特に点在する個性的な近代建築物などの活用が進められている船場界隈や、古代より人々の

生活の営みが積み重なって市街地が形成されてきた上町台地では、景観資源となる近代建築

物や寺社を活用した特徴ある景観を形成していくことが求められます。 

●にぎわい・活気 

・地域の商店街、観光地での人々のにぎわいや各種イベントの風景や演出された夜間景観など、

様々なにぎわいの風景が大阪ならではの特徴的な景観となっています。 

・にぎわいに寄与しているものの、一方では雑多・無秩序な印象を生んでいるともとれる建築

物、広告物が氾濫するエリアもあります。にぎわいの質についてエリアごとに方向性を定め、

適切な景観形成を図る必要があります。 

・道頓堀川沿川などでは、整然とした都市的美しさとは異なる、多様なにぎわいや活気のある

まちなみが見られ、大阪らしい景観の特徴の一つになっています。こうしたまちなみは、大

阪を代表するイメージの一つとして市民にも人気が高いことから、大阪らしさをいかしなが

ら、不快感を与えない一定の秩序をもったにぎわいのあるまちなみを形成していくことが求

められています。 

・都心部においては、デジタルサイネージやメディアファサード等の新たな技術・枠組みに対

しても景観上の役割・価値を評価した上で、活用・規制の方向性を検討する必要があります。 

・そのあり方を検討しながら、大阪らしいにぎわいの景観形成を図っていくことが必要です。 

３ 眺望景観・夜間景観に係る課題 

・建築美観誘導制度などの取り組みや、中之島界隈をはじめとする魅力的な夜間景観形成の取

り組みにより、現在、大阪らしい眺望・夜間景観が形成されています。 

・今後、都心部では都市再生緊急整備地域の指定により高層建築物の建築が活性化するなど、

周辺の眺望・夜間景観に大きな変化を与える施設が各所で見受けられることや、臨海部では

大阪・関西万博やＩＲなど大規模な開発が予定されており、新たな都市景観が形成される絶

好の機会を迎えています。 

・この契機をいかして、様々な主体と協働した大阪らしい眺望・夜間景観の形成の取り組みが

求められています。 

・また、上記の取り組みにおいては、メディアファサード等の新たな技術に対応できるための

景観協議の枠組みを新たに設けるなど創造的な景観形成を図っていくことが必要です。 


